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輸出・国際局輸出支援課

認定フラッグシップ輸出産地の主な優遇措置について



１ グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策のうち
◎ 青果物輸出産地体制強化加速化事業
産地と輸出事業者が連携して行う取組に対し、植物検疫条件や残留農薬基準等に
対応した生産体制の強化や、輸出先国・地域までの品質の保持に向けた流通体制
の強化、産地間連携に向けた合意形成を図る取組等に係る費用を支援。
◎ 有機JAS認証、GAP認証取得等支援事業
農産物等輸出の拡大に向けて、農業者等が行う有機JAS認証、GAP等認証の取得、
輸出向け商談等を支援。
◎ 水産エコラベル認証取得支援事業
資源管理や環境配慮への取組を証明する水産エコラベル認証の取得を促進する取
組を支援。
◎ 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業
食品製造事業者及びサプライチェーンを構成する事業者が、輸出先国が定める輸入
条件への対応並びに輸出向けHACCP等の認定・認証取得に必要な施設や機器の
整備及び体制整備をする際に要する経費（コンサルティング経費等）を支援する。
２ 輸出環境整備緊急対策事業のうち
◎ 植物品種等海外流出防止・活用推進緊急対策事業
海外における知的財産権の取得や侵害への対策に必要となる費用を支援。
◎ 模倣品等対策事業
我が国農林水産物・食品の海外における模倣品の調査、侵害事例に応じた対策に
係る助言を行う。
３ 新市場開拓プロジェクト緊急対策事業
◎うち戦略的輸出拡大サポート緊急対策事業
輸出産地・輸出事業者等の輸出拡大に向けた、ジェトロ・JFOODOによる新規商流
構築、情報提供、伴走支援、海外消費者向けプロモーション等の取組を支援。

４ みどりの食料システム戦略緊急対策交付金のうち
◎ グリーンな生産体系加速化事業
「環境にやさしい生産技術」と「省力化に資する先端技術等」を取り入れるなど、グリー
ンな生産体系への転換を加速化するため、農産・畜産の産地に適した技術を検証し、
定着を図る取組を支援。

◎ 有機農業拠点創出・拡大加速化事業
地域ぐるみで生産から消費まで一貫して有機農業を推進する有機農業推進拠
点（オーガニックビレッジ）の創出に向けた取組を支援。
◎ 先進的有機農業拡大促進事業
有機農業の拡大に意欲的に取り組む農業者等に対して、スマート農業技術等を
活用した生産、加工、流通・販売の取組を支援。

５ スマート農業技術開発・供給加速化緊急総合対策のうち
○スマート生産方式SOP作成研究 
スマート農業技術の導入効果を着実に発揮させる栽培体系やサービス事業者を
介した技術の運用方法等を検証し、標準化する取組を推進。
６ ◎ 担い手確保・経営強化支援事業
担い手の経営発展に必要な農業用機械・施設の導入を支援。

7 ◎ 地域農業構造転換支援事業
地域の中核となって農地を引き受ける担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農
業用機械・施設の導入を支援。

８◎ 畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業
持続的な畑作物産地体制の構築を図るため、需要構造の変化など地域・品目ごとの
環境変化への対応に向けた取組等を支援。

（R７年度補正予算）
サプライチェーン連結強化緊急対策
販路の開拓を通じ輸出の一層の拡大を図っていくため、非日系市場等へ
の輸出に向け、国内生産者と現地系販売事業者等をつなぐ一気通貫し
た商流づくりを推進する取組を支援。
➤フラッグシップ輸出産地を含むコンソーシアムに優先枠を設置

優先枠の設定 補助上限額の上乗せ
１ GFP大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト
海外の規制・ニーズに対応した生産・流通体系への転換に取り組み、国内生産基盤の維持・強化を図る大規模輸出
産地のモデル構築を集中的に支援。 
➤フラッグシップ輸出産地が更なる輸出拡大に向け新たな取組を行う場合、補助上限を引き上げて支援
２ 畜産物輸出コンソーシアム推進対策事業
生産から輸出まで一貫した輸出促進を図る体制（コンソーシアム）が実施する商談や産地の特色を活かしたプロモー
ション等の取組を支援。 ➤事業の上限額の優遇

優先採択（ポイント加算等）

※ ◎ 輸出事業計画の認定を受けた者に対する優遇措置（ポイント加算、要件化等）があり、 フラッグシップ輸出産地に対しても優遇措置を設ける事業 〇 それ以外の事業

産地生産基盤パワーアップ事業のうち新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の体制強化支援
新市場のロット・品質に対応できる拠点事業者の育成に向けた貯蔵・加工・物流拠点施設等の整備、拠点事業者と連携する産地が行う生産・出荷体制の整備等を支援
➤ フラッグシップ輸出産地における輸出事業計画の承認を受けている場合に、「食料システム構築計画」とみなすことができる。

食料システム構築計画のみなし認定
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①各種補助事業の優遇（優先採択、輸出事業計画と他事業計画のみなし設定、ポイント加算等）



９ 林業・木材産業国際競争力強化総合対策（木材製品等の輸出支援対
策）のうち
 ◎ 木材製品等の輸出支援対策のうち輸出先国のニーズに合わせた木材製品
の開発支援事業
輸出先国のニーズや規格・基準に対応した製品・技術開発や性能検証等を支援。

10 品目団体等輸出力強化緊急対策のうち
 ◎ 重要市場の商流維持拡大緊急対策
重要市場（輸出拡大実行戦略で品目別輸出額目標を定める国・地域）における輸
出商流の維持・拡大に向けて、事業者が日本産品の競争力強化を図るために行う取
組（プロモーション、商談会、商品の高付加価値化、コスト削減等）を支援。

11 ターゲット国における輸出・海外展開支援体制の確立緊急対策のうち
 ◎ 輸出支援プラットフォーム体制強化事業
主要な輸出先国・地域に設置している輸出支援プラットフォームについて、関係団体
と連携しつつ、現地において非日系をはじめとする未開拓の現地商流への新規アプロー
チの強化、伴走支援、現地事業者とのネットワークの構築等の活動の促進を通じて、
輸出事業者等を包括的に支援。
◎ 水産物輸出加速化連携推進事業
生産・加工・流通・販売にわたる関係者の連携体制の構築・強化や付加価値向上・
省力化等のための機材・機器、情報共有システム整備等に対する支援。
12 ◎ 卸売市場緊急整備事業
デジタル化・省力化技術の導入による合理化の取組と併せて行う施設整備やフラッグ
シップ輸出産地等と連携した輸出拡大の取組と併せて行う輸出先国が求める品質・衛
生管理等の高度な施設整備を支援。

13 ◎ フードテック支援対策事業
民間団体等が行う、社会課題の解決につながるフードテックを活用したビジネスモデル
の実証・実装に対する支援を実施する。また、フードテックに取り組む事業者の横展開
及び消費者への普及促進を図るため、実証成果のウェブページ作成、セミナー開催等
の取組を支援。

14 畜産物等流通構造高度化・輸出拡大事業のうち
 ◎ 食肉等流通構造高度化・輸出拡大事業
食肉処理施設の再編合理化や輸出拡大に必要な施設の整備等により、国産畜産  
物の流通構造の高度化や輸出促進等を支援。

 ◎ 生乳需給調整高度化・輸出拡大事業
広域の生乳需給調整機能を果たす乳製品加工基幹施設や輸出拡大に必要な施
設や機械等の導入を支援。

15 ◎農業農村整備事業
（TPP等関連対策、食料安全保障の強化対策、農業構造転換集中対策）
農業の構造転換や国土強靱化等を図るため、農地の大区画化、水田の汎用化・畑地化

  等を推進。

16 ◎農業農村整備関連事業（農地耕作条件改善事業）
地域の多様なニーズに応じたきめ細かな耕作条件の改善、高収益作物への転換等
に必要な取組等をハードとソフトを組み合わせて支援。

17 ◎農業農村整備関連事業（大区画化等加速化支援事業）
農業構造転換集中対策期間において、法人等の農業者が自ら行う畦畔除去等の
簡易整備による農地の大区画化等の取組を支援。

優先採択（ポイント加算等）

※ ◎ 輸出事業計画の認定を受けた者に対する優遇措置（ポイント加算、要件化等）があり、 フラッグシップ輸出産地に対しても優遇措置を設ける事業 〇 それ以外の事業 3

①各種補助事業の優遇（優先採択、輸出事業計画と他事業計画のみなし設定、ポイント加算等）
（R７年度補正予算続き）



１ みどりの食料システム戦略推進交付金のうち
◎ グリーンな生産体系加速化事業
「環境にやさしい生産技術」と「省力化に資する先端技術等」を取り入れるなど、グリー
ンな生産体系への転換を加速化するため、農産・畜産の産地に適した技術を検証し、
定着を図る取組を支援。
◎ 有機農業拠点創出・拡大加速化事業
地域ぐるみで生産から消費まで一貫して有機農業を推進する有機農業推進拠点
（オーガニックビレッジ）の創出に向けた取組を支援。

2 ◎オープンイノベーション研究・実用化推進事業
国の重要政策の推進や現場課題の解決に資する研究成果を創出し、社会実装を加
速するため、産学官が連携して取り組む基礎研究や実用化研究を支援。

3 ◎農業農村整備事業
農業の構造転換や国土強靱化等を図るため、農地の大区画化、水田の汎用化・畑地化
等を推進。

4 ◎農業農村整備関連事業（大区画化等加速化支援事業）(新規)
農業構造転換集中対策期間において、法人等の農業者が自ら行う畦畔除去等の
簡易整備による農地の大区画化等の取組を支援。

5 ◎農業農村整備関連事業（農地耕作条件改善事業）
地域の多様なニーズに応じたきめ細かな耕作条件の改善、高収益作物への転換等に
必要な取組等をハードとソフトを組み合わせて支援。

6 ◎農業農村整備関連事業（畑作等促進整備事業）
畑作物・園芸作物を作付けする地域において、畑地かんがい施設の整備、農地の排
水改良等の基盤整備をきめ細かく機動的に支援。

7 ◎農地利用効率化等支援事業
地域計画の目標地図に位置付けられた担い手が、融資を受けて、経営改善に取り組
む場合に必要な農業用機械・施設の導入を支援。

8 ◎地域農業構造転換支援事業
地域の中核となって農地を引き受ける担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農
業用機械・施設の導入を支援。

9 ◎集落営農連携促進等事業
地域計画に位置付けられている集落営農の連携・合併による、広域展開での効率的
な生産・販売体制の確立等に向けた取組を支援。

サプライチェーン連結強化プロジェクト
国内の生産事業者と海外の現地販売事業者、両者をつなぐ国内外の商社等で
構成されるコンソーシアムが行う、生産から現地販売までの一気通貫した新たなサプ
ライチェーンの構築に向けた取組を支援。
➤フラッグシップ輸出産地を含むコンソーシアムに優先枠を設置

優先枠の設定 補助上限額の上乗せ
グローバル産地づくり推進事業のうち大規模輸出産地モデル形成等支援事業
地域の関係者が一体となって輸出推進体制を組織化するとともに、海外の規制・ニー
ズに対応するための生産・流通体系の転換に取り組む大規模輸出産地を形成するモ
デル的な取組等を支援。
➤更なる輸出拡大に向け新たな取組を行う場合、補助上限を引き上げて支援

食料システム構築計画のみなし措置
食料システム構築支援タイプ（強い農業づくり総合支援交付金）
食料・農業・農村基本法の改正を踏まえた、食料システムを構築するため、生産から流通に至るまでの課題解決に必要なソフト・ハードの取組を一体的に支援。
➤ フラッグシップ輸出産地における輸出事業計画の認定を受けている者については、事業実施に際して必要となる「食料システム構築計画」の承認を受けたこととみなす

優先採択（ポイント加算等）

※ ◎ 輸出事業計画の認定を受けた者に対する優遇措置（ポイント加算、要件化等）があり、 フラッグシップ輸出産地に対しても優遇措置を設ける事業 〇 それ以外の事業 4

（R８年度概算決定）
①各種補助事業の優遇（優先採択、輸出事業計画と他事業計画のみなし設定、ポイント加算等）



10 持続的生産強化対策事業のうち
◎ 果樹農業生産力増強総合対策
省力的な樹園地への改植・新植等の取組を支援するほか、産地の構造転換に向け
たモデル実証、気候変動への適応対策等の取組を支援。

◎ 茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進
茶、薬用作物等の地域特産作物について、地域の実情に応じた生産体制の強化、国
内外の需要創出、実需者と連携した産地形成など生産から消費までの取組を総合的
に支援。
◎ ジャパンフラワー強化プロジェクト推進
需要に合わせた安定生産・安定供給に向け、高温障害を回避・軽減する技術、高温
耐性・病害虫抵抗性品種への転換に係る実証や普及活動の取組、花き業界関係者
の情報連携に向けた取組、新たな需要開拓・利用拡大の取組等を支援。
◎ 時代を拓く園芸産地づくり支援
加工・業務用野菜の周年安定供給に向けた、高温、渇水等の影響に対応できる
生産・流通体系の構築、作柄安定技術の導入等の取組を支援。

11 ◎新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業のうちフードテックビジネス実証事業
民間団体等が行う社会課題の解決につながるフードテックを活用したビジネスモデルの実証、
及びフードテックに取り組む事業者の横展開を図るための情報発信等の取組を支援。

12 ◎食肉流通構造高度化・輸出拡大施設整備事業
畜産農家、食肉処理施設、食肉流通事業者からなるコンソーシアムが作成する計画に基づ
く食肉処理施設の再編等を支援。

13 ◎輸出環境整備推進事業のうち輸出先国規制対応支援事業
輸出拡大に繋がる国際的に通用する認証等の新規取得の取組について支援。

14 ◎食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業
輸出先国等の求める基準・条件等の規制に対応するため、製造・加工、流通等の施
設の新設及び改修、機器の整備に係る経費を支援。

15 ◎米穀周年供給・需要拡大支援事業のうち
   業務用米、新市場開拓用米等の安定取引拡大支援のうち、新市場開拓用米の販
売拡大の取組
ＧＦＰに登録している戦略的輸出事業者と戦略的輸出基地等が連携して、海外の
業務用需要等の新たな市場開拓のための取組を支援。

16 ◎米・米加工品輸出拡大推進事業（新規）
日本産米・米加工品の更なる輸出拡大に向け、進出候補先国・地域の市場リサーチ
や海外需要開拓・定着、海外需要に応える環境整備等の取組を支援。
17 ◎植物品種等海外流出防止・活用推進総合対策事業
海外での品種登録（育成者権の取得）や侵害への対策に必要となる費用を支援。

18 ◎ブランド・ＧＩ推進事業（新規）
地理的表示（GI）や商標等によりブランドを保護・活用するモデル的な取組を支援。

19 ◎森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち森林集約・循環成長対策
のうち林業・木材産業循環成長対策のうち木材需要拡大・木材産業基盤強化対
策
木材需要の拡大及び木材産業の基盤強化等に資する施設整備を総合的に支援。

20 ◎スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業
労働生産性の高い農業構造への転換に向けて、スマート農業技術の現場導入とその
効果を高める栽培体系への抜本的な転換等の取組を総合的に支援。

優先採択（ポイント加算等）

※ ◎ 輸出事業計画の認定を受けた者に対する優遇措置（ポイント加算、要件化等）があり、 フラッグシップ輸出産地に対しても優遇措置を設ける事業 〇 それ以外の事業 5

①各種補助事業の優遇（優先採択、輸出事業計画と他事業計画のみなし設定、ポイント加算等）
（R８年度概算決定続き）



②フラッグシップ輸出産地等を対象とした人材支援

プロフェッショナル人材事業（内閣府）と連携した人材確保 内閣府事業
プロフェッショナル
人材事業

こんな事
業者にお
すすめ

○全国45道府県に設置されるプロフェッショナル人材戦略拠点と、全国に輸出事業
者のネットワークをもつ農林水産省GFP（農林水産物・食品輸出プロジェクト）
が連携し、輸出事業者の課題解決に取り組む。

○プロフェッショナル人材戦略拠点から地域経済を熟知した担当者が直接事業者を
訪問してサポート。ヒアリングしながら経営課題の整理、人材ニーズの具体化を
行い、課題解決を実現できる人材採用を支援。採用後も人材の活躍や定着に向
けたサポートを行う。

○プロフェッショナル人材戦略拠点は提携する人材会社の中から事業者のニーズに
合う人材会社を選定し、募集を出すまでの各プロセスを支援。複数の人材会社で
募集を出すことが可能。

○専門人材の常勤雇用だけでなく、副業・兼業を含めた多様な形態での人材マッ
チングが可能。

6

おいしい日本、届け隊マッチングプラットフォーム世界Ömusubi
「おいしい日本、届け隊」官民共創プロジェクト

〇 GFPの取組の一環として、多様な業種や地域間の連携を促進し、農林水産物・食
品輸出への人材参画を目指す官民共創プロジェクト。

○輸出に挑戦する事業者と、多様なスキルやノウハウをもつ人材・企業をマッチン
グ。事業者の取組や想いに共感し、共に課題解決や輸出拡大を目指す“仲間”を募
集する共感重視のマッチングが特徴。

〇単発の業務に対しても募集が可能。（例：海外バイヤー来訪時、展示会出展時、
パッケージ制作など）仲介手数料が発生しないため、必要になった時だけ、採用
コストを抑えて人材募集が可能。

〇事業者の取組紹介を含めた、魅力が伝わるオリジナルの人材募集ページを無償で
作成。



③GFP（農林水産物・食品輸出プロジェクト）が実施する実需者向けセミナーの優先案内
○農林水産事業者等が、輸出先国の規制・ニーズ等の知識や情報を収集し、新たな商流を開拓することは容易でないことから、輸出の
拡大に向け、輸出人材の育成・確保の取組を推進。

○ 認定フラッグシップ輸出産地については、一般の募集期間より先
行して応募案内の情報を提供するなど、産地のさらなる発展に
向けた学びの機会を提供。

○令和７年10月、AFJ日本農業経営大学校と連携し、輸出に意
欲的な農業者やJAグループ職員等の農業支援者を対象に輸
出人材育成に関する実践的な講座を実施。
・理論（マーケティングプロセス等）から海外輸出の実際まで、ワー
クショップを交えた講座
・輸出を体系的に学ぶ１泊２日集中プログラム
（産地間ネットワーキング構築）

AFJ日本農業経営大学校 輸出実践講座

④フラッグシップ輸出産地のロゴマークの使用、認定産地の海外向け紹介動画等の作成

フラッグシップ輸出産地の
魅力やブランドを世界に広め
るシンボルとなる“ロゴマー
ク”については、フラッグ
シップ輸出産地事務局の使用
承認を受けた認定フラッグ
シップ輸出産地は使用できる
こととしています。
（主な使用例） 
名刺への印字、ホームページにお
ける会社概要のページに使用、展
示会等の幟旗、スウィングポップ
など

（事例）

○ロゴマークの使用 ○魅力あるフラッグシップ輸出産地の紹介動画の作成
フラッグシップ輸出産地の魅力
を伝える動画及び、動画作成を希
望した産地のプロモーション動画
を作成。

○フラッグシップ輸出産地PV
(WOWOWで製作）

○各認定フラッグシップ輸出産地
紹介PV（公募クリエーターが制作）

・第１回認定（16産地作成済）
・第２回認定（15産地作成中）

（フラッグシップ輸出産地PV）

（認定フラッグシップ輸出産地紹介PV）

セミナーの様子

7



⑤各認定産地の取組概要（日本語、英語）を農林水産省ウェブサイトにて公開

○認定フラッグシップ輸出産地の取組概要について、農林水産省ウェブサイトにて、国内及び海外へ情報を発信。

⑥フラッグシップ輸出産地交流会、トップレベルの海外バイヤーとの商談会

【掲載例】

○ 2025年３月12日（水）にフラッグシップ輸出産地の交流を図るため、ＧＦＰ超会議を開催。
会議には海外バイヤーを招へいし、試食商談会も開催。併せて希望する産地へのツアーも開催
今年度も2025年の輸出目標年の振り返りとして開催予定。実施時期は昨年と同様の時期を想
定。

昨年度の超会議の様子

。

8
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⑦JFOODOの海外フィールドマーケター（海外の食市場に従事し現地ネットワークを有する食の専門家）との個別相談会

⑧地方農政局とJETRO等が連携し、認定フラッグシップ輸出産地等の海外展開をサポート

認定フラッグシップ輸出産地向けに、JFOODOの海外フィールドマーケターとの個別相談会を設置し、昨年度は、第１回認定産地のう
ち面談希望があった７産地に対し、オンライン相談会を実施。
今年度も同様の取組について現在展開中。

【JETRO・JFOODOの具体的な支援】

【輸出支援プラットフォーム（※２）の具体的な支援】
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○意欲的なフラッグシップ輸出産地の育成には、海外の規制情報・マーケット動向を的確に捉えつつ、安定的な需要を確保すること
が必須であり、海外における支援体制充実に加え、輸出産地形成から海外の販路開拓まで一気通貫した支援が重要。

○具体的には、地方農政局とJETRO等が連携して、それぞれの強みを活かしつつ、継続的で機動的な現地系の新市場開拓
（商流構築、エデュケーション等）に取り組む。

・JETROによるフラッグシップ輸出産地等への商流構築につながる海外見本市への出展
－総合見本市・専門見本市におけるブース出展
・JETROによるフラッグシップ輸出産地等へのバイヤー招へい、国内商談会の開催
－海外バイヤーを産地へ招へいし、産地の理解促進と商談の実施
・商流構築と連動した、JFOODOによる消費者向けプロモーション
－見本市やバイヤー招へいの時期に合わせたオン／オフラインプロモーション（※１）の実施
－商流構築の場で活用できる動画、販促資材等の制作、提供
※１：産地や事業者専用のプロモーションではなく、「日本産」としてのプロモーション

・海外における商流開拓の支援
ー現地系商流開拓、エデュケーション、ネットワーキング、規制対応

※２：輸出支援プラットフォームは、輸出先国・地域において輸出事業者を包括的・専門的・継続的に支援するため設立。在外公館、ＪＥＴＲＯ海外事
務所、ＪＦＯＯＤＯ海外駐在員が主な構成員。2022年４月の米国をはじめとして、ＥＵ、タイ等の10カ国・地域（16拠点）に設置（右図参
照）。



⑨輸出先国・地域の規制緩和等の要望に関する調査を直接聞き取り

⑩認定証授与式

関東農政局での認定賞授与式の様子

○輸出先国・地域の輸入規制等に係る課題調査
輸出促進法に基づく輸出実行計画の変更にあたり、都道府県、品目団体、在外公館等に対して実施している「輸出先国・地域の規制
緩和等の要望に関する調査」について、認定フラッグシップ輸出産地を調査対象として、輸出先国・地域の輸入規制等に係る課題を直接
聴取し、取りまとめの上、今後輸出実行計画の見直しを行っていく。

⑪”地球の歩き方”とのスペシャルコラボ 『おいしい日本の届け方』
（食品輸出の基礎から実践までを1冊にまとめたガイドブック）を贈呈

〇食の海外展開に関心がある農林水産事業者向けに、「地球
の歩き方」社と連携し体系的に輸出に必要な基本情報を
紹介。

〇輸出の魅力発信や関心惹起により、輸出への着手を促すこと
を目指す。

（現在google playでも電子媒体にてダウンロード可能）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/oishinippon/20250318110733.html

○認定フラッグシップ輸出産地は、各農政局等にて「フ

ラッグシップ輸出産地」への認定証の授与式を開催。

授与式は公開で、カメラ撮影も可能としているため、メ

ディアによる各認定産地の宣伝に寄与している。

10

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/oishinippon/20250318110733.html
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